
令
和
二
年
三
月
二
十
七
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金
曜
日
）

午
後
一
時
五
分
開
会

委
員
の
異
動

三
月
二
十
六
日

辞
任

補
欠
選
任

大
�

敏
志
君

加
田

裕
之
君

森

ま
さ
こ
君

山
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太
郎
君

出
席
者
は
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の
と
お
り
。
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介
君

理

事

有
村

治
子
君

中
西

健
治
君

藤
末

健
三
君

那
谷
屋
正
義
君

熊
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司
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文
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太
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耕
平
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孝
典
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熊
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杉
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音
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駿
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小
池

晃
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大
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実
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史
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浜
田

聡
君

渡
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喜
美
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国
務
大
臣
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麻
生

太
郎
君

副
大
臣
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務
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大

臣

藤
川

政
人
君

事
務
局
側

常
任
委
員
会
専
門

員

前
山

秀
夫
君

本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

〇
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
内
閣
提

出
、
衆
議
院
送
付
）

〇
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
内
閣
提

出
、
衆
議
院
送
付
）

〇
国
際
金
融
公
社
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律

及
び
国
際
開
発
協
会
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
内
閣
提
出
、
衆
議

院
送
付
）

○
委
員
長（
中
西
祐
介
君
）

た
だ
い
ま
か
ら
財
政
金
融
委

員
会
を
開
会
を
い
た
し
ま
す
。

委
員
の
異
動
に
つ
い
て
御
報
告
を
い
た
し
ま
す
。

昨
日
ま
で
に
、
大
�
敏
志
君
及
び
森
ま
さ
こ
君
が
委
員

を
辞
任
さ
れ
、
そ
の
補
欠
と
し
て
加
田
裕
之
君
及
び
山
田

太
郎
君
が
選
任
を
さ
れ
ま
し
た
。

○
委
員
長（
中
西
祐
介
君
）

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

本
案
に
対
す
る
質
疑
は
既
に
終
局
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
こ
れ
よ
り
討
論
に
入
り
ま
す
。

御
意
見
の
あ
る
方
は
賛
否
を
明
ら
か
に
し
て
お
述
べ
願

い
ま
す
。

○
古
賀
之
士
君

立
憲
・
国
民
�
新
緑
風
会
・
社
民
の
古

賀
之
士
で
す
。

私
は
、
会
派
を
代
表
し
、
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し

た
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
し
、
反

対
の
立
場
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。

本
法
案
の
基
と
な
っ
た
与
党
税
制
大
綱
が
発
表
さ
れ
た

昨
年
の
十
二
月
の
時
点
で
、
我
々
三
党
は
談
話
を
発
表
し

て
お
り
ま
す
。
立
憲
民
主
党
は
、
様
々
な
立
場
に
あ
る

人
々
が
、
そ
の
個
性
と
能
力
を
十
分
に
発
揮
し
、
多
様
性

を
力
に
す
る
社
会
へ
の
転
換
を
図
る
た
め
の
税
制
に
シ
フ

ト
を
す
る
こ
と
を
求
め
ま
し
た
。
国
民
民
主
党
は
、
既
に

こ
の
時
点
で
世
界
経
済
の
減
速
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
か

ら
、
減
税
な
ど
家
計
第
一
の
政
策
を
提
案
し
て
お
り
、
社

会
民
主
党
も
、
不
公
平
税
制
か
ら
の
脱
却
と
所
得
・
法
人

課
税
な
ど
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し
た
税
制
改
革
を
迫
っ
て
お

り
ま
す
。

多
様
性
を
力
に
す
る
社
会
へ
の
転
換
を
図
る
た
め
の
税

制
と
し
て
は
、
未
婚
の
一
人
親
へ
の
税
制
上
の
措
置
や
寡

婦
控
除
等
の
見
直
し
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
ま

し
た
。
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
未
婚
の
一
人
親
も
一
人
親

控
除
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
は
一
歩
前
進
で
あ
る
と
評
価

で
き
ま
す
が
、
寡
婦
控
除
に
お
け
る
死
別
と
離
婚
の
差
が

残
さ
れ
た
こ
と
は
遺
憾
で
す
。
多
様
な
家
族
の
在
り
方
を

受
け
入
れ
る
社
会
を
つ
く
る
た
め
、
更
な
る
対
応
を
行
う

べ
き
で
す
。

世
界
経
済
の
減
速
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
本
委
員
会

で
議
論
が
進
む
中
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
が

深
刻
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
学
校
の
一
斉
休
校
や
イ
ベ
ン

ト
等
の
自
粛
要
請
に
よ
っ
て
事
業
継
続
が
困
難
に
な
る
事

業
者
等
も
出
て
き
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
経
済
的
損
失
に

対
し
て
は
、
速
や
か
な
救
済
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、

納
税
猶
予
や
滞
納
処
分
の
停
止
な
ど
、
事
業
者
の
不
安
を

解
消
す
る
よ
う
対
応
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
が
、
政
府
側

は
、
柔
軟
か
つ
迅
速
な
処
理
を
行
う
と
す
る
一
般
論
に
終

始
し
、
具
体
策
を
示
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

不
公
平
税
制
か
ら
の
脱
却
と
所
得
・
法
人
課
税
な
ど
を

パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し
た
税
制
改
革
に
つ
い
て
言
え
ば
、
格
差

の
固
定
化
防
止
の
観
点
か
ら
、
金
融
所
得
課
税
等
の
見
直

し
が
不
十
分
な
ま
ま
議
論
を
終
わ
り
ま
し
た
。
我
が
国
で

は
、
金
融
所
得
の
多
く
が
分
離
課
税
の
対
象
と
な
っ
て
お

り
、
一
億
円
超
の
所
得
を
有
す
る
層
で
所
得
税
の
負
担
率

が
軽
減
さ
れ
て
い
ま
す
。
所
得
再
分
配
機
能
回
復
の
た
め

課
税
強
化
を
再
三
指
摘
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今

回
も
十
分
な
議
論
が
行
わ
れ
な
い
ま
ま
見
送
ら
れ
ま
し

た
。
誠
に
残
念
な
結
果
で
す
。
さ
ら
に
、
働
き
方
の
多
様

化
に
対
応
す
る
観
点
か
ら
、
退
職
所
得
課
税
を
よ
り
公
平

な
制
度
と
す
る
見
直
し
も
見
送
ら
れ
ま
し
た
。

以
上
、
今
回
の
税
制
改
正
は
、
経
済
の
停
滞
リ
ス
ク
へ

の
対
応
が
抜
け
落
ち
て
い
る
上
に
、
格
差
や
不
公
平
の
是

正
な
ど
、
あ
る
べ
き
税
制
の
構
築
に
も
程
遠
い
も
の
で
あ

る
こ
と
を
申
し
上
げ
、
私
の
反
対
討
論
と
い
た
し
ま
す
。

○
大
門
実
紀
史
君

本
改
正
案
に
反
対
の
討
論
を
行
い
ま

す
。反

対
す
る
最
大
の
理
由
は
、
現
下
の
経
済
情
勢
が
求
め

る
税
制
改
正
に
逆
行
す
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。

消
費
税
の
増
税
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
重
な
り
、

日
本
は
大
不
況
に
突
入
し
て
い
ま
す
。
今
求
め
ら
れ
て
い

る
の
は
、
内
需
、
と
り
わ
け
家
計
と
中
小
企
業
へ
の
支
援

に
思
い
切
っ
て
力
を
集
中
す
る
こ
と
で
す
。
と
り
わ
け
消

費
税
の
減
税
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
今
回
の
税
制
改
正
案
は
、
家
計
と
中
小
企

業
を
応
援
す
る
ど
こ
ろ
か
、
巨
額
の
内
部
留
保
を
た
め
込

ん
で
い
る
大
企
業
に
更
に
補
助
金
を
与
え
る
よ
う
な
と
ん

で
も
な
い
中
身
が
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。

例
え
ば
、
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
促
進
税
制
で

す
。
大
企
業
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
営
戦
略
か
ら
、
既
に
ベ

ン
チ
ャ
ー
投
資
を
急
速
に
拡
大
さ
せ
て
い
ま
す
。
巨
額
の

内
部
留
保
を
積
み
上
げ
、
十
分
な
余
力
の
あ
る
大
企
業
が

前
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
支
援
す
る
必

要
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
大
手
通
信
事
業
者
の
設
備
投
資

を
支
援
す
る
�
Ｇ
導
入
促
進
税
制
も
同
様
で
す
。
そ
ん
な

お
金
が
あ
る
な
ら
、
コ
ロ
ナ
対
策
に
回
す
べ
き
で
す
。

（
第

五

部
）

（
六
八
）

第
二
百
一
回

国

会

参
議
院
財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
八
号

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
八
号

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

【
参
議
院
】
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以
上
の
点
な
ど
か
ら
、
本
改
正
案
に
反
対
を
い
た
し
ま

す
。

○
委
員
長（
中
西
祐
介
君
）

他
に
御
意
見
も
な
い
よ
う
で

す
か
ら
、
討
論
は
終
局
し
た
も
の
と
認
め
ま
す
。

こ
れ
よ
り
採
決
に
入
り
ま
す
。

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
賛
成
の
方

の
挙
手
を
願
い
ま
す
。

〔
賛
成
者
挙
手
〕

○
委
員
長（
中
西
祐
介
君
）

多
数
と
認
め
ま
す
。
よ
っ

て
、
本
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も

の
と
決
定
を
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
際
、
那
谷
屋
君
か
ら
発
言
を
求
め
ら
れ
て
お
り
ま

す
の
で
、
こ
れ
を
許
し
ま
す
。
那
谷
屋
正
義
君
。

○
那
谷
屋
正
義
君

私
は
、
た
だ
い
ま
可
決
さ
れ
ま
し
た

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
し
、
自
由

民
主
党
・
国
民
の
声
、
立
憲
・
国
民
�
新
緑
風
会
・
社

民
、
公
明
党
、
日
本
維
新
の
会
、
日
本
共
産
党
及
び
み
ん

な
の
党
の
各
派
共
同
提
案
に
よ
る
附
帯
決
議
案
を
提
出
い

た
し
ま
す
。

案
文
を
朗
読
い
た
し
ま
す
。

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対

す
る
附
帯
決
議
（
案
）

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き

で
あ
る
。

一

金
融
所
得
課
税
に
つ
い
て
は
、
勤
労
所
得
に
対
す

る
課
税
と
の
バ
ラ
ン
ス
や
所
得
再
分
配
に
配
慮
す
る

観
点
か
ら
、
諸
外
国
の
例
も
踏
ま
え
つ
つ
、
引
き
続

き
、
そ
の
在
り
方
を
総
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
。

二

税
制
の
公
平
性
等
を
確
保
す
る
た
め
、
租
税
特
別

措
置
の
適
用
実
態
調
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
書
を

踏
ま
え
、
適
用
実
績
の
把
握
と
効
果
の
検
証
を
十
分

に
行
う
と
と
も
に
、
効
果
が
不
明
確
な
も
の
等
は
縮

減
・
廃
止
す
る
な
ど
、
租
税
特
別
措
置
の
徹
底
し
た

見
直
し
を
推
進
す
る
こ
と
。

三

高
水
準
で
推
移
す
る
申
告
件
数
及
び
滞
納
税
額
、

経
済
取
引
の
国
際
化
・
広
域
化
・
高
度
情
報
化
に
よ

る
調
査
・
徴
収
事
務
等
の
複
雑
・
困
難
化
、
新
た
な

経
済
活
動
の
拡
大
に
加
え
、
軽
減
税
率
制
度
の
実
施

を
は
じ
め
と
す
る
税
制
改
正
、
社
会
保
障
・
税
一
体

改
革
へ
の
対
応
な
ど
に
よ
る
事
務
量
の
増
大
に
鑑

み
、
適
正
か
つ
公
平
な
課
税
及
び
徴
収
の
実
現
を
図

り
、
国
の
財
政
基
盤
で
あ
る
税
の
歳
入
を
確
保
す
る

た
め
、
国
税
職
員
の
定
員
確
保
、
職
務
の
困
難
性
・

特
殊
性
を
適
正
に
評
価
し
た
給
与
水
準
の
確
保
な
ど

処
遇
の
改
善
、
機
構
の
充
実
及
び
職
場
環
境
の
整
備

に
特
段
の
努
力
を
払
う
こ
と
。

特
に
、
社
会
的
関
心
の
高
い
国
際
的
な
租
税
回
避

行
為
、
富
裕
層
へ
の
対
応
を
強
化
し
、
更
に
は
納
税

者
全
体
へ
の
税
務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
向
上
を
図
る

た
め
、
定
員
の
拡
充
及
び
職
員
の
育
成
等
、
従
来
に

も
増
し
た
税
務
執
行
体
制
の
強
化
に
努
め
る
こ
と
。

四

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
め
ぐ
る
状
況
を

踏
ま
え
、
確
定
申
告
等
の
税
務
事
務
に
お
け
る
適
切

な
対
応
、
国
税
職
員
の
健
康
管
理
の
徹
底
等
、
感
染

拡
大
防
止
に
万
全
を
期
す
と
と
も
に
、
税
収
な
ど
経

済
へ
の
影
響
を
注
視
し
つ
つ
、
納
期
限
の
延
長
等
を

含
め
、
更
な
る
納
税
の
緩
和
に
つ
い
て
、
必
要
に
応

じ
迅
速
か
つ
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。

何
と
ぞ
委
員
各
位
の
御
賛
同
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

○
委
員
長（
中
西
祐
介
君
）

た
だ
い
ま
那
谷
屋
君
か
ら
提

出
さ
れ
ま
し
た
附
帯
決
議
案
を
議
題
と
し
、
採
決
を
行
い

ま
す
。

本
附
帯
決
議
案
に
賛
成
の
方
の
挙
手
を
願
い
ま
す
。

〔
賛
成
者
挙
手
〕

○
委
員
長（
中
西
祐
介
君
）

全
会
一
致
と
認
め
ま
す
。

よ
っ
て
、
那
谷
屋
君
提
出
の
附
帯
決
議
案
は
全
会
一
致
を

も
っ
て
本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
定
を
い
た
し

ま
し
た
。

た
だ
い
ま
の
決
議
に
対
し
、
麻
生
財
務
大
臣
か
ら
発
言

を
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
の
際
、
こ
れ
を
許
し

ま
す
。
麻
生
財
務
大
臣
。

○
国
務
大
臣（
麻
生
太
郎
君
）

た
だ
い
ま
御
決
議
の
あ
り

ま
し
た
事
項
に
つ
き
ま
し
て
は
、
政
府
と
い
た
し
ま
し
て

も
、
御
趣
旨
を
踏
ま
え
て
配
意
し
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ

ま
す
。

○
委
員
長（
中
西
祐
介
君
）

な
お
、
審
査
報
告
書
の
作
成

に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
を
委
員
長
に
御
一
任
願
い
た
い

と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長（
中
西
祐
介
君
）

御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ
よ

う
決
定
い
た
し
ま
す
。

○
委
員
長（
中
西
祐
介
君
）

次
に
、
関
税
定
率
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

本
案
に
対
す
る
質
疑
は
既
に
終
局
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
こ
れ
よ
り
討
論
に
入
り
ま
す
。

別
に
御
意
見
も

な
い
よ
う
で
す
か
ら
、
こ
れ
よ
り
直
ち
に
採
決
に
入
り
ま

す
。関

税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
賛
成
の

方
の
挙
手
を
願
い
ま
す
。

〔
賛
成
者
挙
手
〕

○
委
員
長（
中
西
祐
介
君
）

全
会
一
致
と
認
め
ま
す
。

よ
っ
て
、
本
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決

す
べ
き
も
の
と
決
定
を
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
際
、
那
谷
屋
君
か
ら
発
言
を
求
め
ら
れ
て
お
り
ま

す
の
で
、
こ
れ
を
許
し
ま
す
。
那
谷
屋
正
義
君
。

○
那
谷
屋
正
義
君

私
は
、
た
だ
い
ま
可
決
さ
れ
ま
し
た

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
し
、
自

由
民
主
党
・
国
民
の
声
、
立
憲
・
国
民
�
新
緑
風
会
・
社

民
、
公
明
党
、
日
本
維
新
の
会
及
び
み
ん
な
の
党
の
各
派

共
同
提
案
に
よ
る
附
帯
決
議
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。

案
文
を
朗
読
い
た
し
ま
す
。

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に

対
す
る
附
帯
決
議
（
案
）

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き

で
あ
る
。

一

関
税
率
の
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
我
が
国
の
貿
易

を
め
ぐ
る
諸
情
勢
を
踏
ま
え
、
国
民
経
済
的
な
視
点

か
ら
国
内
産
業
、
特
に
農
林
水
産
業
及
び
中
小
企
業

に
及
ぼ
す
影
響
を
十
分
に
配
慮
し
つ
つ
、
調
和
の
と

れ
た
対
外
経
済
関
係
の
強
化
及
び
国
民
生
活
の
安

定
・
向
上
に
寄
与
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

二

輸
入
消
費
税
の
脱
税
を
目
的
と
し
た
金
の
密
輸
入

や
急
増
す
る
覚
醒
剤
等
の
不
正
薬
物
の
密
輸
入
を
阻

止
す
る
観
点
か
ら
、
税
関
に
お
い
て
は
、
警
察
庁
等

の
関
係
省
庁
と
の
連
携
及
び
情
報
共
有
を
強
化
し
つ

つ
、
一
層
厳
格
な
水
際
取
締
り
を
行
う
こ
と
。

三

最
近
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
や
日
米
貿

易
協
定
の
発
効
等
に
伴
い
、
税
関
業
務
が
増
大
し
、

複
雑
化
す
る
中
で
、
適
正
か
つ
迅
速
な
税
関
業
務
の

実
現
を
図
り
、
ま
た
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
開
催
に
向
け
て
、
覚
醒
剤

等
不
正
薬
物
・
銃
器
を
始
め
と
し
た
社
会
悪
物
品
等

の
国
内
持
込
み
の
阻
止
な
ど
水
際
に
お
け
る
テ
ロ
・

治
安
維
持
対
策
の
遂
行
に
よ
り
、
国
民
の
安
全
・
安

心
を
確
保
す
る
た
め
、
取
締
検
査
機
器
等
の
整
備
に

努
め
る
と
と
も
に
、
高
度
な
専
門
性
を
要
す
る
職
務

に
従
事
す
る
税
関
職
員
の
定
員
の
確
保
、
処
遇
改

善
、
機
構
の
充
実
及
び
夏
季
休
暇
等
の
積
極
的
な
取

得
に
向
け
た
体
制
づ
く
り
を
始
め
職
場
環
境
の
整
備

等
に
特
段
の
努
力
を
払
う
こ
と
。

四

豚
熱
の
水
際
で
の
対
応
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
蔓
延
防
止
へ
の
対
応
等
の
た
め
、
税
関
に

お
け
る
業
務
処
理
体
制
の
整
備
、
安
全
管
理
の
徹

底
、
職
員
へ
の
感
染
症
対
策
に
万
全
を
期
す
こ
と
。

五

牛
肉
及
び
豚
肉
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
の
適
用

期
限
を
延
長
し
な
い
点
に
つ
き
、
我
が
国
と
経
済
連

携
協
定
等
を
締
結
し
な
い
国
に
つ
い
て
は
、
畜
産
業

を
始
め
と
す
る
産
業
保
護
の
観
点
か
ら
、
輸
入
の
動

向
に
今
後
留
意
す
る
こ
と
。

六

と
ん
税
及
び
特
別
と
ん
税
特
例
措
置
の
創
設
に
つ

い
て
は
、
国
際
基
幹
航
路
に
就
航
す
る
外
国
貿
易
船

の
国
際
戦
略
港
湾
へ
の
入
港
数
を
維
持
・
拡
大
す
る

と
い
う
目
的
を
踏
ま
え
つ
つ
、
税
率
引
下
げ
に
伴
う

政
策
効
果
を
不
断
に
検
証
し
、
今
後
の
適
切
な
措
置

を
検
討
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。

何
と
ぞ
委
員
各
位
の
御
賛
同
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

○
委
員
長（
中
西
祐
介
君
）

た
だ
い
ま
那
谷
屋
君
か
ら
提

出
さ
れ
ま
し
た
附
帯
決
議
案
を
議
題
と
し
、
採
決
を
行
い

ま
す
。

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
八
号

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

【
参
議
院
】
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本
附
帯
決
議
案
に
賛
成
の
方
の
挙
手
を
願
い
ま
す
。

〔
賛
成
者
挙
手
〕

○
委
員
長（
中
西
祐
介
君
）

全
会
一
致
と
認
め
ま
す
。

よ
っ
て
、
那
谷
屋
君
提
出
の
附
帯
決
議
案
は
全
会
一
致
を

も
っ
て
本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
定
を
い
た
し

ま
し
た
。

た
だ
い
ま
の
決
議
に
対
し
、
麻
生
財
務
大
臣
か
ら
発
言

を
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
の
際
、
こ
れ
を
許
し

ま
す
。
麻
生
財
務
大
臣
。

○
国
務
大
臣（
麻
生
太
郎
君
）

た
だ
い
ま
御
決
議
の
あ
り

ま
し
た
事
項
に
つ
き
ま
し
て
は
、
政
府
と
い
た
し
ま
し
て

も
、
御
趣
旨
に
沿
っ
て
配
意
し
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま

す
。

○
委
員
長（
中
西
祐
介
君
）

な
お
、
審
査
報
告
書
の
作
成

に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
を
委
員
長
に
御
一
任
願
い
た
い

と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長（
中
西
祐
介
君
）

御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ
よ

う
決
定
い
た
し
ま
す
。

○
委
員
長（
中
西
祐
介
君
）

次
に
、
国
際
金
融
公
社
へ
の

加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律
及
び
国
際
開
発
協
会
へ

の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

政
府
か
ら
趣
旨
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
す
。
麻
生
財
務

大
臣
。

○
国
務
大
臣（
麻
生
太
郎
君
）

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま

し
た
国
際
金
融
公
社
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法

律
及
び
国
際
開
発
協
会
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
提
案

の
理
由
及
び
そ
の
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

国
際
金
融
公
社
は
、
民
間
金
融
機
関
等
と
連
携
し
て
、

開
発
途
上
国
に
お
け
る
民
間
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
支
援
を
行

う
こ
と
を
、
国
際
開
発
協
会
は
、
低
所
得
向
け
に
超
長
期

か
つ
低
利
の
融
資
や
贈
与
等
を
行
う
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ

主
た
る
業
務
と
す
る
世
界
銀
行
グ
ル
ー
プ
の
国
際
機
関
で

あ
り
ま
す
。

政
府
は
、
両
機
関
が
果
た
す
役
割
の
重
要
性
や
、
日
本

が
国
際
社
会
で
発
揮
す
べ
き
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
鑑
み
、

両
機
関
の
増
資
に
係
る
追
加
出
資
を
行
う
こ
と
と
し
、
本

法
律
案
を
提
出
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
下
、
本
法
律
案
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し

上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
国
際
金
融
公
社
に
対
し
、
五
億
六
千
百
十
八

万
八
千
合
衆
国
ド
ル
の
範
囲
内
で
、
新
た
に
出
資
を
行
う

こ
と
を
政
府
に
授
権
す
る
規
定
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
て

お
り
ま
す
。

第
二
に
、
国
際
開
発
協
会
に
対
し
、
四
千
五
億
二
千
二

百
十
五
万
円
の
範
囲
内
で
、
新
た
に
出
資
を
行
う
こ
と
を

政
府
に
授
権
す
る
規
定
を
追
加
す
る
こ
と
と
い
た
し
て
お

り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
の
理
由
及
び
そ
の
内
容

で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い

ま
す
よ
う
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

○
委
員
長（
中
西
祐
介
君
）

以
上
で
趣
旨
説
明
の
聴
取
は

終
わ
り
ま
し
た
。

本
案
に
対
す
る
質
疑
は
後
日
に
譲
る
こ
と
と
し
、
本
日

は
こ
れ
に
て
散
会
を
い
た
し
ま
す
。

午
後
一
時
二
十
一
分
散
会

三
月
二
十
六
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

一
、
国
際
金
融
公
社
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る

法
律
及
び
国
際
開
発
協
会
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

国
際
金
融
公
社
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法

律
及
び
国
際
開
発
協
会
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

国
際
金
融
公
社
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る

法
律
及
び
国
際
開
発
協
会
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
国
際
金
融
公
社
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法

律
の
一
部
改
正
）

第
一
条

国
際
金
融
公
社
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す

る
法
律（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

�

前
各
項
の
規
定
に
よ
り
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る

金
額
の
ほ
か
、
政
府
は
、
公
社
に
対
し
、
五
億
六
千

百
十
八
万
八
千
合
衆
国
ド
ル
の
範
囲
内
に
お
い
て
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
通
貨
又
は
本
邦
通
貨
に
よ
り
出
資

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
条
第
一
項
中「
及
び
第
六
項
」を「
か
ら
第
七
項

ま
で
」に
改
め
る
。

（
国
際
開
発
協
会
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法

律
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
際
開
発
協
会
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す

る
法
律（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

��

前
各
項
の
規
定
に
よ
り
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る

金
額
の
ほ
か
、
政
府
は
、
協
会
に
対
し
、
四
千
五
億

二
千
二
百
十
五
万
円
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
出
資
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
一
日
作
成

参
議
院
事
務
局

作
成
者

国
立
印
刷
局

Ａ

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
八
号

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

【
参
議
院
】
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